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はじめに

　日本取引所自主規制法人は、金融商品取引法に基づき、金融商品取引所の自主規制業務を
専門に行うため、日本取引所グループに設置されている法人です。

　当法人の属する日本取引所グループは、わが国の最も中心的な金融商品市場として国内外
における資産運用及び資金調達を行う場としての重要な社会インフラ機能を果たしていま
す。その中で当法人の使命は、取引所がその機能を十全に発揮するための的確な自主規制を
実行し、これにより、市場の公正性、透明性に加え、市場に対する信頼性の確保・向上を図
ることです。
　そのためには、市場運営会社である東京証券取引所・大阪取引所との日常的な連携が不可
欠です。しかしその反面、株式会社である取引所の営利性と自主規制機能の間に利益相反が
生じることが懸念されるため、当法人は、取引所の他の業務から独立して業務遂行する組織
として、両取引所からの高い独立性が法律上求められている特殊な立場にもあります。

　2007年の当法人設立以来この方、このような使命、並びに自主規制機関としての独立性
の維持を常に念頭に置き運営を続けております。一方で、市場を取り巻く環境は日々変化し
ておりますので、東京証券取引所・大阪取引所はもちろん、行政当局や国内外の関連機関と
も緊密な連携を図り、環境変化にも的確に対応していくことで、市場の利用者の方々から信
頼されるより良い自主規制業務の遂行を目指してまいります。

　このような中、2020年度におきましては、前年度から継続して、市場構造の在り方の検
討を踏まえ東京証券取引所にて進められている「新市場区分への移行」に向けて、自主規制
機関としての立場から種々の提案・取組みを行っております。さらに、日本取引所グループ
における総合取引所化への対応では、大阪取引所に新設された取引参加者の資格審査やその
後のモニタリングなどを通じて、従前の取引参加者との整合的なクオリティの確保に努めて
まいりました。

　また、引き続き、新型コロナウイルス感染症への防止対策が求められる中にあって、日常
の業務運営においては各種の制約が課されるところでありますが、自主規制機能を止めない
ために、業務の複線化や電子的なコミュニケーションツールなどを積極的に活用するなどし、
役職員一丸となり各種の課題に取り組んでおります。

　本冊子を通じて、市場関係者の皆さまにおいて当法人の自主規制業務についての理解が一
層深まり、健全な取引所市場の構築に向けての一助になれば幸甚に存じます。

2021年６月
日本取引所自主規制法人　理事長

細溝　清史
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Ⅰ自主規制法人の概要

　金融商品取引所の使命は、効率的で使い勝手が良く、公正で信頼される市場を構築することによって高い

流動性を提供し、高度な価格発見機能を通じて、市場メカニズムに基づく効率的な資金配分を実現すること

にあります。この使命を果たすためには、個人投資家を含む幅広い投資者の多様な投資判断に基づく需給が

統合されるよう、投資者が安心して取引できる市場を提供していくことが必要です。したがって、市場に最

も近い市場開設者自身が適切な規制・制度を整備し、上場会社の適格性の維持、市場における不公正取引の

防止及び取引参加者の健全性の維持に向けた適切な自主規制機能を発揮することにより、市場の公正性・透

明性・信頼性を確保することが極めて重要になります。

　また、近年我が国経済の活性化のための構造改革が進められ、直接金融の役割を重視した金融システムへ

の転換の要請がますます高まる中にあっては、市場機能を中核とする金融システムの構築に向けて、市場監

視の機能・体制の強化が求められています。そのためには、行政当局による規制と取引所等による自主規制

とがそれぞれの長所を活かして相互に補完しながら、全体として実効性が高くかつ効率的で調和の取れた体

制を構築していく必要があります。

　このように、金融商品取引所にとって自主規制機能は、市場の公正性・透明性・信頼性を担保する、いわ

ば取引所の公共的性格を具現化したものであり、市場運営に従事する市場開設者としての機能の根幹に位置

付けられるものです。日本取引所グループは、このような認識の下に、自主規制業務を遂行しています。

1 金融商品取引所の自主規制の意義
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　自主規制業務を適切に遂行するためには、公益や投資者保護を主眼に置いた高い次元の自律性と、公正・

中立な立場に立って管理運営する組織体制が必要不可欠です。また同時に自主規制業務の遂行にあたっては、

市場で起きる様々な事象に対して、迅速かつ的確に対処することが必要とされるとともに、市場の機能や特

性を熟知した高い専門性も求められます。そのため、歴史的に自主規制業務は取引所自身が担ってきたとこ

ろです。他方、取引のボーダーレス化や国際的な市場間競争が進展するにつれて、取引所組織として環境変

化に柔軟に対応し、より強力に効率性、利便性の向上を推進していくことが益々重要となり、取引所の株式

会社化が一般化しました。当グループの東京証券取引所、大阪取引所も上場会社である株式会社日本取引所

グループの傘下で運営されています。

　こうした中で、自主規制の中立性・実効性と取引所の事業戦略性・収益性の確保という二つの要求に同時

に応える方法として、日本取引所グループは、取引所の同一グループ内において別法人として、自主規制業

務を専門に行う自主規制法人を設置する組織体制を選択しました。つまり、市場に近い立場にいて高い専門

性を発揮し、かつ、取引所からは独立して中立的な立場から実効性の高い業務執行を実現するねらいです。

加えて、当法人の業務遂行における最上位の意思決定機関である理事会は過半が外部理事により構成され、

意思決定においても独立したガバナンス体制が機能しています。

　具体的な当法人の業務遂行については、取引所と自主規制法人は連携して常に必要な情報を共有しますが、

自主規制法人が独立して中立的な審査を行い、取引所の名前で行う承認又は処分その他の措置等は、その審

査結果に基づき行われます。

　海外に目を向けると、自主規制業務の組織体制は、それぞれの市場の発展の歴史や法体系、慣行により、

様々な形態があり、各国や地域それぞれが固有の組織体制を構築しているといえます。

　当法人の組織と業務執行体制は、世界的に見てもユニークな組織形態ですが、市場運営の効率性・利便性・

収益性の要請と資本市場の公正性・信頼性を確保する要請を、高い専門性を維持しつつ両方を同時に実現す

るための優れた形態であると考えられます。

　当法人としては、今後も市場の公正を確保し投資者の皆様に信頼していただけるよう、市場環境や法体系

に即して、引き続き実効性の高い自主規制業務を遂行していきたいと考えています。

2 日本取引所自主規制法人の組織体制

■グループの構成

東京証券取引所

現物取引

日本証券
クリアリング機構

清算

日本取引所
自主規制法人

自主規制

大阪取引所 東京商品取引所

デリバティブ取引

◉株価指数先物・国債先物・
　金先物等を上場

◉原油先物等を上場 ◉売買審査・上場審査等 ◉資金・証券の清算◉株式・ETF・REIT等を上場

（注）�当法人は、金融商品取引法に基づく会員組織の法人として設立され、現在、東京証券取引所及び大阪取引所から委託を受け、
自主規制業務を行っております。
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Ⅰ自主規制法人の概要

　当法人の組織や業務の特色についてご紹介します。

　当法人は、取引所取引の公正性や投資者の保護等を図るための、いわば市場の品質を管理する役割を担っ

ています。

　具体的には、上場を希望する会社の適格性を審査する「上場審査」、上場会社の情報開示や企業行動をチェッ

クする「上場管理」、証券会社など取引参加者の業務の信頼性を確保するための「考査」、市場での不公正な

取引を監視する「売買審査」を行っています。これらの自主規制に係る業務を通じて、市場の公正性・透明

性、並びに信頼を守っています。

　自主規制業務は、市場に近い位置で高い専門性を発揮すると同時に、市場運営会社から一定の独立性をもっ

て中立的な立場で行われる必要があります。このため、当法人は日本取引所グループ内にあるものの、市場

運営会社としての取引所とは別法人となっています。

　市場を取り巻く環境は常にめまぐるしく変化しています。絶えず新しい商品や取引手法が生まれ、新しい

課題が出現しています。市場の動向に柔軟に対応した自主規制業務を行うため、当法人では、常に市場関係

者の方々の声に耳を傾け、対話を大切にし、日々の業務に取り組んでいます。

　当法人は市場にとり望ましくない行為を未然に防ぐ活動にも取り組んでいます。コンプライアンスに関す

るセミナーの開催、講師の派遣、事例集の発行など、広く市場に参加される皆さまの理解の促進を支援して

います。

3 日本取引所自主規制法人の特色

1 市場の公正性・透明性と信頼性の確保

2 中立性・実効性を確保した組織体制

3 市場関係者との対話を重視

4 不公正取引等の未然防止に向けた支援体制の整備

詳細は、ホームページをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/regulation/outline/about/index.html

https://www.jpx.co.jp/regulation/outline/about/index.html
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Ⅱ市場を取り巻く環境変化及びそれに対する取組み

　本章では、取引市場の環境変化を踏まえ、現状認識や環境変化への取組みについてご紹介します。

　東京証券取引所では、現在、一般投資者向けの市場として、市場第一部、市場第二部、マザーズ及び

JASDAQの四つの市場が運営されています。近年、こうした市場構造や関連する上場制度をめぐり、市場

区分のコンセプトが曖昧であることや、持続的な企業価値向上の動機付けが不十分であることなど、改善す

べき点が顕在化していることから、2018年10月以降、市場構造をめぐる諸問題やそれを踏まえた今後の在

り方等に関する検討を進め、2020年２月に「新市場区分の概要等について」を公表しています。

　2022年４月の新市場区分への移行に向けた段階的な制度改正の中で、2020年11月１日付「資本市場を

通じた資金供給機能向上のための上場制度の見直しに係る有価証券上場規程等の一部改正について（市場区

分の再編に係る第一次制度改正事項）」において、新規上場等の審査基準が改正され、2020年11月以降の

新規上場等の申請より、新市場区分と同様の審査基準での上場審査を行っています。

　また、日本取引所自主規制法人の上場審査部・上場管理部では、かねてより、その審査業務の現場におい

て直面した具体的な事例から生じた問題意識等を踏まえ、随時、上場制度を所管する東証上場部との間で、

制度の改善等に関する提案・意見交換等を行っており、今般の市場構造の在り方の検討においても、緊密な

連携を行っています。そうした連携の中で、当該制度改正では、新規上場時の申請書類に虚偽の記載があり、

本来なら上場審査基準に適合していなかったことが明らかになった場合は、１年以内に新規上場審査に準じ

た上場適格性の審査に適合しなければ、上場を廃止とする制度を創設するなどの改正が行われました。

　新市場区分への移行に向けては、引き続き、第２次、第３次の制度改正が行われることから、今後も、関

連部門との連携や制度変更の内容に即した適切な運用等、必要な対応を図ってまいります。
（備考）�東京証券取引所では、現在の市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の三つの市場区分に見

直すことを予定しております。

　2019年10月における㈱日本取引所グループと東京商品取引所（以下「TOCOM」といいます。）の経営

統合を受け、金融からコモディティまで幅広い商品のワンストップでの取引を可能とするいわゆる総合取引

所を実現するため、2020年７月に、TOCOMに上場する一部商品が大阪取引所に移管されました。

　当該商品移管に伴い、大阪取引所の先物取引等取引参加者は、商品先物取引及び商品先物オプション取引

（以下「商品先物等取引」といいます。）を含む全ての先物・オプション取引が可能になりました（休止中

の取引所FXを除く）。また、大阪取引所における既存の取引資格（先物取引等取引資格、国債先物等取引資

格及びFX取引資格）とは別に、商品先物等取引を行うための取引資格（以下「商品先物等取引資格」とい

います。）が新設され、大阪取引所に移管される商品の取引を行うTOCOM取引参加者（大阪取引所の先物

取引等取引参加者を除く。）及び今後新たに大阪取引所において商品先物等取引のみを行う者は、商品先物

等取引資格の取得が必要となりました。

　なお、大阪取引所市場の公正性・信頼性確保の観点から、新設された商品先物等取引資格を取得するにあ

たっての審査基準については、大阪取引所における既存の先物取引等取引資格の審査基準と同一としていま

すが、既存の取引参加者に関しても円滑な商品移管を実現する観点から、2019年７月30日時点における

TOCOM取引参加者に対しては、財務基盤及び業務執行体制について経過措置を設けています。具体的には、

業務執行体制のうち、一部の項目（態勢整備に時間を要すると考えられる売買管理態勢、リスク管理態勢、

1 市場構造の在り方の検討を踏まえた対応

2 総合取引所化をめぐる対応
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システムリスク管理態勢及び内部監査態勢）については、商品移管の日から１年を経過する日までの経過期

間を設け、商品移管の段階において「必要な一定水準の業務執行体制が整備されていること」が確認できれ

ば、経過期間終了の段階で実現すべき、現行の大阪取引所の先物取引等取引参加者に求められている水準の

業務執行体制を整備するための具体的施策を明示することを条件に、取引資格付与を認めました。

　このように、商品先物等取引を行う既存の大阪取引所の先物取引等取引参加者及び新たに大阪取引所の商

品先物等取引資格を取得するTOCOM取引参加者には、商品先物等取引に係る法令諸規則を適切に遵守する

ための経営体制・業務執行体制の整備が求められることとなっています。そのため、2020年度は、2020

年７月の商品移管後に大阪取引所市場において商品先物等取引を行う取引参加者に対して、当該取引に係る

管理態勢が適切に整備されているかを検証しており、2021年度も継続して取り組みます。なお、この際、

商品移管に伴って新たに大阪取引所の商品先物等取引資格を取得した取引参加者に関しては、2020年度は、

上記商品移管から１年後までの経過期間内に整備すべきとしている項目を中心に適宜モニタリングにより業

務執行体制に係る整備状況を確認するとともに、必要に応じて改善を要請しました。2021年度についても、

当該モニタリングを経過期間終了まで継続して実施するとともに、経過期間終了後は、業務執行体制に係る

整備状況を考査において確認し、不適当と認められた際は、当法人による注意の喚起・要請等の措置を行う

ほか、より厳正な対応として大阪取引所による処分・勧告の内容を決定する場合があります。

　上記の対応に加えて、商品先物等取引に係る不公正取引を抽出するための売買審査システムの改修や、当

法人とTOCOMの間での売買審査ノウハウの共有など、当法人における商品先物等取引に関する適切な売買

審査態勢の構築と、JPXグループ内での同一水準での売買審査の実施に向けた取組みを行いました。また、

商品先物等取引を行う取引参加者との連携強化及び売買審査に対する理解の促進のため、2021年２月に売

買審査に関する説明会を実施するなどして、不公正取引の未然防止能力の向上に係る取組みを行っております。

　以上のような総合取引所化に係る対応については、今後も引き続き必要な対応を図ってまいります。
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Ⅱ市場を取り巻く環境変化及びそれに対する取組み
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　本章では、2020年度における自主規制業務（上場審査、上場管理、考査、売買審査等）の実施状況をご

紹介します。

　東京証券取引所に上場を申請するまでに、上場を希望する会社は収益基盤の確立・強化や社内管理体制の

整備などを行います。この過程においては、上場申請書類である推薦書を作成する主幹事証券会社や、財務

諸表等の監査を行う公認会計士（監査法人）の指導・指摘を受けながら進めていくこととなります。

　主幹事証券会社は、公開引受部などのコンサルティング部門が資本政策や社内体制整備のアドバイスを行

います。一通り準備が整ったら、コンサルティング部門とは別の審査部門が客観的な立場で審査を行います。

　審査部門は、推薦書作成のための審査や、上場に当たっての公募・売出し等を引受けるための会社内容の

審査（引受審査）などを行います。この審査をパスしなければ、原則として、上場申請することができません。

　監査法人は、財務諸表等について監査意見を表明するとともに、申請希望会社の会計処理及び内部管理体

制などの改善すべき点の指摘も行います。監査法人からの指摘を踏まえて改善を行い、２決算期分の財務諸

表について監査で「適正」意見をもらわなければ、原則として、上場申請することができません。

1 上場審査

1 上場審査業務の概要

■参考：上場準備から上場申請までの一般的な流れ

公開意思決定

公開スケジュール作成

証券会社引受審査

取引所への新規上場申請

プロジェクトチーム
の設置 資本政策の立案

上場申請書類等の作成 証券会社とのミーティング 監査法人による監査開始

主幹事証券会社の決定

市場の選定公開時期決定

監査法人の決定・
予備調査

◆上場準備～上場申請

会計制度・社内体制・関係会社・
内部監査の整備・運用・作成
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　以上のように、上場申請準備段階で、主幹事証券会社及び監査法人によるチェックを受け、上場申請準備

が整ったところで、東京証券取引所へ上場申請を行います。

　東京証券取引所への上場申請が行われた後は、当法人が上場会社としての適格性に関し、投資者保護の観

点から、東京証券取引所の定める上場審査基準に基づき審査を行います。上場審査基準には、形式基準と実

質基準があり、形式基準では上場までに充足しなければならない形式要件を定めており、実質基準では上場

会社として必要な実質要件を規定しています。

　これらの基準への適合状況を確認するため、申請書の確認、申請会社へのヒアリング、社長・監査役・独

立役員との面談等を実施しています。

　審査対象としては、本則市場（市場第一部・第二部）、マザーズ市場、JASDAQ市場及びTOKYO PRO 

Marketへの株券等の新規上場審査のほか、上場投資信託（ETF）・上場投資証券（ETN）、不動産投資信託

証券（REIT）審査、上場市場の変更審査、テクニカル上場（既上場会社の合併や株式移転等により設立さ

れた会社の上場）規定の適用を受ける場合の上場審査等を行っています。

　2020年度においては、193銘柄（注）の株券の審査を実施しました。
（申請日ベース、銘柄）

項目 2020年度 前年度比

上場審査 193 ▲21

（注）�当該銘柄数は、市場第一・第二部、マザーズ、JASDAQ、TOKYO�PRO�Marketへの株券の新規上場申請（テクニカル
上場申請を含む）のほか、市場第二部から第一部への指定審査及びマザーズから市場第一部等の上場市場の変更審査の
申請数の合計を記載しております。

【形式基準のポイント】
・ 円滑な流通と公正な価格形成を確保するための要件（株主数、流通株式数等）
・ 企業の継続性、財政状態、収益力等の面からの上場適格性を保持するための要件（事業継続年数、利

益の額等）
・ 適正な企業内容を開示するための要件（有価証券報告書等に虚偽記載がないこと等）
・ その他（株式事務代行機関の設置等）

【実質基準のポイント】
・ 企業の継続性及び収益性
・ 企業経営の健全性
・ 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
・ 企業内容等の開示の適正性
・ その他公益又は投資者保護の観点から必要と認められる事項

詳細は、ホームページをご覧ください
https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/eligibility/index.html

2 上場審査の実施状況

https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/eligibility/index.html
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　2020年度において、当法人の行った新規上場等に係る審査の結果、東京証券取引所にて新規上場等が行

われた銘柄数は下表のとおりです。

■　新規上場等銘柄数

（銘柄）

新規上場

株券 106（5）
市場第一部 7（２）

市場第二部 6（０）

マザーズ 63（１）

JASDAQ スタンダード 16（１）

JASDAQ グロース 1（１）

TOKYO PRO Market 13

債券等 1

ETF・ETN 26

REIT・インフラファンド 0

TOKYO PRO-BOND Market 15

有価証券オプション 0

（銘柄）

市場第二部銘柄から市場第一部銘柄への指定 15

上場市場の変更 36
マザーズから市場第一部 31

マザーズから市場第二部 1

JASDAQから市場第一部 1

JASDAQから市場第二部 3

（注）１．�記載対象は、2020年度内に、東京証券取引所にて新規上場等が行われた銘柄。
　　　２．�（　）内の数字は、新規上場銘柄のうちテクニカル上場が行われた銘柄。
　　　３．�各項目の個別銘柄名は、「Ⅲ.６　銘柄一覧・　新規上場等銘柄」参照。1

　2020年度は、2020年４月に新型コロナウィルスの流行拡大の影響による公募・売出しの中止に伴い６

銘柄の承認取消しが発生したものの、同年12月には単月で27銘柄が新規上場するなど、市況の回復等に伴

い、株券の新規上場銘柄数は前年度から増加しました。また、市場第二部から市場第一部銘柄への指定及び

上場市場の変更に関しては、前年度と同程度で推移しました。このような中、当法人では新規公開に係る業

界関係者全体のレベルアップを目的として、関係諸機関との連携強化等を継続して行っています。具体的に

は、幹事取引参加者や監査法人との間では、市場区分見直し等をテーマとした意見交換会を実施しているほ

か、反社会的勢力と関係がある会社の上場を排除するための警視庁等との情報交換、国内の他の金融商品取

引所との情報交換等を行っています。加えて、審査レベルの維持・向上を図ると同時に、環境変化に的確に

対応すべく、審査マニュアルの充実等を実施するとともに、今年度から上場審査における業務の高度化・効

率化を目的に、人工知能を活用した財務分析システムを導入しています。

3 上場審査結果の状況
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　当法人では、ホームページに「情報受付窓口」を設け、一般の皆様より、新規上場申請者の上場適格性に

関し、私共の活動の参考となるような情報提供を受け付けています。
（件）

区　分 件　数 前年度比

新規上場申請等に係る情報提供 100 ＋16

その他   5 ＋1

合　計 105 ＋17

4 情報受付件数
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　金融商品は取引所市場に上場することで、広く投資者により売買されることとなります。当法人は投資者

保護の観点から、上場する金融商品の投資対象としての適格性の維持を図るための審査を行っています。上

場会社等による会社情報の適時開示や企業行動などの審査における観点は、以下のとおりです。

ａ　適時開示に係る審査
　上場会社等による投資者への適時適切な会社情報の開示が、健全な金融商品市場の根幹をなすものである

との認識の下、当法人では、その適正性を確保するための審査を行っています。

【適時開示に係る審査のポイント】
・開示の時期が適切か否か
・開示された情報の内容が虚偽でないかどうか
・開示された情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないかどうか
・開示された情報が投資判断上誤解を生じさせるものでないかどうか
・その他開示の適正性に欠けていないかどうか

ｂ　企業行動規範に係る審査
　上場会社等には、金融商品市場を構成する一員としての自覚を持ち、投資者の保護及び市場機能の発揮の

観点から、適切な企業行動をとることが求められており、これが企業行動規範として有価証券上場規程に定

められています。当法人では、企業行動規範のうち、「遵守すべき事項」に対する違反の有無について審査

を行っています。

ｃ　上場会社等に対する措置
　上記の審査において有価証券上場規程への違反等が認められた場合、有価証券上場規程の実効性を確保す

るため、必要に応じて、特設注意市場銘柄への指定又は改善報告書の徴求、公表措置又は上場契約違約金の

徴求の措置の実施（単独又は複数）を決定します。

ｄ　上場廃止等に係る審査
　上場適格性を喪失した金融商品が上場を継続している場合、投資者に不測の損害を与え、ひいては金融商

品市場全体への信頼性を損なうことにつながりかねません。このような事態を避けるために、当法人では、

有価証券上場規程に基づき、上場廃止基準への該当性について審査し、監理銘柄への指定や上場廃止が適当

であるか否かを決定しています。

　その他、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替えに係る審査なども行っています。

2 上場管理

1 上場管理業務の概要
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詳細は、ホームページをご覧ください。
・上場管理部の業務内容について
　https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/compliance/index.html
・「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」について
　https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/preventive-principles/index.html
・「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」について
　https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html
・「エクイティ・ファイナンスのプリンシプル」について
　https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/equity-finance/index.html

　2020年度において、当法人の行った上場廃止に係る審査及び上場会社が行う会社情報の開示等に関する

審査の状況は下表のとおりです。
（審査終了ベース、件）

項　目 2020年度 前年度比

１．適時開示に係る審査（注１） 341 ＋24

２．企業行動規範に係る審査（注２） 341 ＋80

３．上場廃止に係る審査

形式基準に係る審査（注３）   87 ＋  2

実質基準に係る審査（注４）     4 ＋  3

実質的存続性に係る審査（注５）   29 ▲47

（注）１．不適正な情報開示が行われた際の審査件数。
　　 ２．企業行動規範における「遵守すべき事項」の遵守状況の審査件数。
　　 ３．株主数や時価総額などの形式的な上場廃止基準への抵触による上場廃止に係る審査件数。
　　 ４．虚偽記載や上場契約違反などの実質判断を要する上場廃止基準への抵触による上場廃止に係る審査件数。
　　 ５．上場会社が合併等を行う際の実質的存続性に係る審査件数。

2 上場管理の実施状況

https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/compliance/index.html
https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/preventive-principles/index.html
https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html
https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/equity-finance/index.html
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　審査の結果、上場廃止等及び措置が行われた銘柄数は、下表のとおりです。

　2020年度に上場廃止となった株券は61銘柄で、その多くは上場会社による事業再編を背景とした完全子

会社化、売渡請求等及び合併による上場廃止（59銘柄）でした。実質的な審査に伴う上場廃止としては、

民事再生手続き開始の決定や破産手続き開始の決定による上場廃止（2銘柄）がありました。

（注）１．�記載対象は、2020年度内に東京証券取引所で上場廃止等が行われた銘柄のうち、当法人において上場廃止等の審
査を行ったもの。

　　 ２．�特設注意市場銘柄の指定の２銘柄は、上場違約金の徴求を併せて実施。
改善報告書徴求の11銘柄のうち10銘柄は、公表措置を併せて実施（残り１銘柄は、上場違約金の徴求を併せて実施）

　　 ３．�各項目の個別銘柄名は、「Ⅲ.６　銘柄一覧・　上場廃止等銘柄及び措置を行った銘柄」参照。2

■　上場廃止等銘柄数
（銘柄）

上場廃止（注１）

株券 61

市場第一部 33

市場第二部 9

マザーズ 2

JASDAQ 17

有価証券オプション 2

債券等 4

ETF・ETN 2

REIT 2

TOKYO PRO-BOND Market 14

市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え 0

申請書類に重大な虚偽があった場合の指定替
え・市場変更

1

実質的存続性の喪失 4

■　措置を行った銘柄数（注２）
（銘柄）

特設注意市場銘柄の指定 2

改善報告書の徴求 11

公表措置 10

上場契約違約金の徴求 3

　当法人では、ホームページに「情報受付窓口」を設け、一般の皆様より、上場会社の不適正な情報の開示

等に関し、私共の活動の参考となるような情報提供を受け付けています。

（件）

区　分 件　数 前年度比

上場会社に係る情報提供
情報開示に係る情報提供   87 ＋48

上場会社に係るその他情報提供   80 ＋47

その他     8 ＋  4

合　計 175 ＋99

3 上場管理結果の状況

4 情報受付件数
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　当法人は、有価証券上場規程の違反行為を未然に防ぐ活動も重要な業務と位置付け、上場会社向けセミナー

の開催のほか、適時開示前の事前相談における問題点等の指摘、上場会社を訪問して内部管理体制等に関す

る意見交換、刊行物の発刊などの情報発信に積極的に取り組むとともに、外部の関係諸機関との情報連携な

どを行っています。

　2020年度は、上場会社において不祥事予防の取組みを推進する立場にある方等を対象に「ウィズコロナ

でのコンプライアンス対応～ポストコロナも見据えて～」と題するオンラインセミナーを開催しました

（2021年２月25日）。当該セミナーでは上場会社の危機管理・コンプライアンスに知見の深い弁護士をお

招きし、環境変化に応じたコンプライアンスの進化・高度化対応についてご講演いただきました。

5 上場会社における規則違反等の未然防止に向けた取組み
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　投資者が取引所において上場有価証券等の取引を行う場合には、投資者は、取引参加者を介して取引所に

発注を行う必要があります。そのため、取引参加者は、このように取引所市場へのアクセスにおいてまさに

市場のゲートキーパーとしての役割を担っているため、取引所市場の信頼性確保に極めて重大な責任を有し

ています。

　投資者からの注文が取引参加者により適切に受託され、執行されなければ、市場における公正な価格形成、

円滑な流通を確保することはできず、また取引参加者が投資者に対して誠実に業務を遂行しなければ、投資

者が安心して取引ができる市場は実現しません。

　当法人では、わが国資本市場の公正性・透明性・信頼性を確保するため、マーケットに密接した自主規制

機関としての特質を最大限に発揮し、以下の３項目を基本方針として考査（検査）を行っています。

ａ　取引所グループとしての専門性を発揮した考査の実施
　マーケットに密接した自主規制機関として、国際的な規制の動向等の市場を取り巻く環境や諸課題を的確

に把握するとともに、取引所の市場運営部門及びシステム部門並びに清算機関との連携を最大限活用し、市

場の公正性と信頼性の確保のために専門性の高い考査を実施しています。

ｂ　取引参加者の業務及び財産に係る継続的な分析による取引参加者のリスク把握
●取引参加者の業務及び財産に係る継続的な分析による取引参加者のリスク把握

　�　取引参加者の業務及び財産に係る継続的な分析（取引所市場での売買状況、業務及び財産の状況、開

示情報、過去の考査結果、他機関の検査結果、清算に関する情報等の収集・分析）を実施し、取引参加

者に係る情報収集を行っています。これにより、臨店考査に向けて取引参加者の業務及び財産に係るリ

スクの現状をより的確に把握、分析しています。

●リスクに基づく考査先の選定

　�　取引参加者に係る分析結果を総合的に勘案し、リスクが高いと認められた取引参加者を優先的に考査

先に選定しています。

●深度のある考査の実施

　�　取引参加者に係る分析結果に基づき、考査先の業態や個別の状況を踏まえ、リスクが高いと考えられ

る項目に焦点を当てて考査を行っています。実地考査においては広く経営陣や関係部門に対してヒアリ

ングを行うこと等により、業務実態を多角的にかつより深く把握し、深度のある考査を実施しています。

ｃ　取引参加者による内部管理態勢の強化に向けた対応
� 投資者層の高齢化や人口減少による国内市場の縮小がみられるなか、売買手数料無料化の動きなど、ビジ

ネスモデルの変化を進めようとする取引参加者がみられています。そのほかにも、サイバー攻撃の巧妙化・

複雑化など、取引参加者が抱える内外のリスクは多岐にわたっており、取引参加者には様々な経営環境の急

激な変化に対応するための適切な内部管理態勢を整備するとともに、その適切性・有効性を定期的に検証し、

改善につなげていくことが求められています。

3 考査

1 考査業務の概要
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　当法人の考査においては、取引参加者のガバナンス態勢（グループ会社との連携を含む）、リスク管理態

勢等に留意し、社内規程や社内組織等の枠組みについて、形式面に留まらず、法令諸規則を遵守し投資者の

利益に適う業務運営が実質的に確保されているか検証を行っています。検証の結果、法令等に違反する行為

や市場の運営に鑑みて不適当な業務の状況が認められた場合には、経営陣も含めた双方向の対話により不備

の根本原因となった内部管理の状況を含めて認識を共有し、取引参加者における自律的な内部管理態勢の整

備を促進しています。

� なお、当法人は、取引参加者の業務において法令違反が認められ、公益及び投資者保護のため必要かつ適

当であると認めるときは、取引所による厳正な処分を行い、着実な改善に向けたフォローアップを行ってい

ます。

� また、2020年度考査計画においては、「不公正取引の防止に係る売買管理態勢の整備状況」、「高速取引行

為に係る管理態勢の整備状況」、「システムリスク管理態勢の整備状況」、「業務の状況等に応じたガバナンス

態勢及び内部管理態勢の整備状況」、「商品先物取引及び商品先物オプション取引に係る管理態勢の整備状

況」、「IPOに係る引受審査態勢の整備状況」を重点考査項目として考査を実施しました。

　当法人が実施している考査の種類は、下表のとおり「一般考査」、「フォローアップ考査」、「特別考査」の

３つの形態があり、考査の方法としては、「実地考査」、「書類考査」があります。

■　考査の種類
特　　　徴

一般考査
過去の考査結果や証券取引等監視委員会の検査結果等の内容に加え、前回考査からの経
過日数等を勘案し、考査の必要性が高いと認められる取引参加者から順次実施する検査
です。

合同検査 日本証券業協会と当法人が同時に臨店して一体的に行う検査です。

共同考査 各地取引所と連携して行う検査です。

フォローアップ考査 考査終了後、必要に応じて１年程度以内に改善状況の確認を行う検査です。

特別考査 各種情報に基づき特定の事項にスポットを当てて行う検査です。

■　考査の方法
特　　　徴

実地考査
取引参加者の本店・支店の中から数店舗を選択し、当該店舗に臨んで行う考査です。ほとんどの
考査はこの方法で行います。

書類考査
考査事項やその他の状況により、取引参加者から提出された各種資料で足りると判断される場合
に、臨店は行わず、提出資料により行う考査です。
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■考査のフロー

取引参加者の選定

事前調査

実地考査

審査及び判定

講　評

措　置　等

アフターケア

主に以下の点を考慮し、個々の取引参加者の特性に応じた考査周期を設定
し、取引参加者を選定

取引参加者に対して事前提出を依
頼した考査関係資料に基づき、業
務フロー及び内部管理態勢の概要
等を把握

帳簿書類等の各種資料の調査に基
づき、精査を要する取引、顧客及
び営業員等を把握

考査に基づき注意の喚起等を行った不備事項について、担当考査員が改善状
況を確認し、必要に応じて内部管理態勢強化に係るアドバイスを実施

・法令諸規則に違反している又はそのおそれのある取引及び内部管理態勢等
に係る事実認定

・取引参加者との間で考査において認められた不備事項を確認

・実地考査において認められた不備事項に係る事実認定、内部管理態勢に対
する評価、法令諸規則の適用の正確性等を審査

・不備事項に対する措置内容等を判定

担当者に対するヒアリング及び業務マ
ニュアルの確認等に基づき、業務フロ
ー及び内部管理態勢の詳細を把握

取引所市場における取引状況、財
務数値、各種届出・報告内容、当
法人売買審査部門及び取引所市場
管理部門から提供された情報等の
事前調査

・直近の考査結果（不備事項及び内部管理態勢に係る評価）
・証券取引等監視委員会による検査結果
・オフサイトモニタリング等により把握した財務状況
・取引参加者から届出・報告のあった各種情報
・関連部署（当法人売買審査部等）からの情報   等

当該取引参加者の特性に応じた重点考査項目の絞込み

取引参加者の経営陣等に対して、不備事項及び内部管理態勢の評価等について説明

法令諸規則の違反行為等が認められた場合には、処分の内容の決定又は注意の喚起等を実施

詳細は、ホームページをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/regulation/maintaining/outline/index.html

https://www.jpx.co.jp/regulation/maintaining/outline/index.html


Ⅲ

JPX-R Annual Report21 JPX-R Annual Report 22

　2020年度においては、取引参加者11社に対して考査を実施しました。各考査における臨店期間や考査員

数は、取引参加者の業態や取引状況により異なりますが、総合取引参加者又は先物取引等取引参加者の一般

考査の平均臨店日数は14.3日、１社当たり平均考査員数は11.2人となりました。

　なお、新型コロナウイルス感染症流行に伴う1度目の緊急事態宣言（2020年４月７日～５月25日）を受

け一部考査を延期したほか、考査再開後においても、従来の考査は「実地考査」を中心としているところ、

例えば、必要に応じた「実地考査」を行いつつもWeb会議ツール等を活用したコミュニケーションを主と

する考査を行うなど、感染防止対応に係る取引参加者の状況や意向を踏まえた柔軟な対応を行いました。

（社）

考査の種類 2018年度 2019年度 2020年度

一般考査 32 24 10
うち合同検査 32 22 10

うち共同考査 � 7 � 5 � 3

フォローアップ考査 � 1 � 0 � 0

特別考査 � 0 � 0 � 1

合　　計 33 24 11

（注）合同検査：日本証券業協会と当法人が同時に臨店して一体的に行う検査
　　 共同考査：各地取引所と連携して行う検査

　当法人は、取引参加者の考査の結果、法令諸規則に違反する行為等が認められた場合には、取引参加者に

対して注意の喚起・要請等の措置を行うほか、取引所による処分・勧告の内容の決定を行い、業務の改善を

求めています。

　2020年度においては、「不公正取引の防止に係る売買管理態勢の整備状況」に関しては、不適切な抽出

基準の導入により本来抽出すべき取引が抽出対象外となっている事例や、売買審査対象として抽出された取

引の売買審査に不備が認められた事例が認められました。また、「システムリスク管理態勢の整備状況」に

関しては、実効的なシステムリスク管理が不十分である状況、サイバーセキュリティに係る管理態勢が不十

分である状況等が認められたほか、「業務の状況等に応じたガバナンス態勢及び内部管理態勢の整備状況」

に関しては、社内検査態勢が不十分である状況等が認められました。

2 考査の実施状況

3 考査結果の状況
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ａ　不備指摘件数
（事案）

不備事項
事案数

うち処分、注意の喚
起、勧告又は要請

１．システムリスクに関する管理不備 6（11） 2（６）

２．不公正取引防止に関する管理不備 5（７） 4（３）

３．誤発注防止に関する管理不備 3（４） 3（３）

４．法人関係情報に関する管理不備 3（３） 3（１）

５．社内検査・内部監査に関する不備 2（０） 2（０）

６．差金決済取引に関する不備 1（０） 1（０）

７．信用取引に関する不備 1（０） 1（０）

８．先物・オプション取引の証拠金に関する不備 1（２） 0（２）

９．空売りに関する管理不備 0（６） 0（３）

10．口座設定約諾書に関する不備 0（２） 0（０）

11．売買等規制措置に関する不備 0（２） 0（１）

12．帳簿書類に関する不備 0（１） 0（０）

13．自己資本規制比率の算出に関する不備 0（１） 0（１）

14．その他 3（１） 3（０）

合　　　計 25（40） 19（20）

（注）（　）内の数字は、前年度の事案数。

ｂ　考査の結果に基づく処分及び注意喚起等の状況
　2020年度においては、取引参加者11社に対して考査を行い、うち６社に対して注意の喚起又は要請を行っ

たほか、１社に対して取引所による勧告の内容の決定を行いました。

内　　　容 事案数 社数

処　　　分 � 0 0

勧　　　告 � 1 1

注意の喚起 � 9 5
担当理事による注意 � 1 1

考査部長による注意 � 0 0

　担当考査員による注意 � 8 5

要　　　請 � 9 4

合　　　計 19 6

（注）�社数の合計は、複数の措置を受けた取引参加者があるため、計算上の合計とは一致しない。
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　2020年度の不備事項別の注意喚起等の状況は以下のとおりです。
（事案）

不備事項 処分
注意の喚起

勧告 要請 改善
報告書担当

理事
考査
部長

担当
考査員

１．システムリスクに関する管理不備 2

２．不公正取引防止に関する管理不備 1 3 2

３．誤発注防止に関する管理不備 3

４．法人関係情報に関する管理不備 3 2

５．社内検査・内部監査に関する不備 2

６．差金決済取引に関する不備 1

７．信用取引に関する不備 1

８．その他 1 2

合　　　計 1 8 1 9 4

（注）「改善報告書」は、改善措置等について文書による報告を求めたもの。

　当法人は、取引参加者に法令諸規則に違反する行為が認められた場合等で必要があると認めるときは、当

法人の諮問委員会である規律委員会に諮問のうえ、東京証券取引所又は大阪取引所による処分（過怠金、戒

告、売買等の停止若しくは制限又は取引資格の取消し）の内容の決定を行います。

　2020年度においては、処分の内容は以下のとおりです。

○考査に基づく処分
　2020年度においては、考査の結果に基づく処分はありませんでした。

○行政処分に基づく処分
　2020年度においては、行政処分等に基づく処分はありませんでした。

4 処分の実施状況
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　当法人では、東京証券取引所及び大阪取引所へ取引資格取得の申請を行った金融商品取引業者等に対する

取引資格の取得の承認に関する審査を行っています。

取引資格取得日 社　　名 承認事項

2020年７月27日 岡地㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 岡藤商事㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 岡安商事㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 ㈱コムテックス
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 サンワード貿易㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 ㈱フジトミ
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 北辰物産㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 豊商事㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（受託取引参加者）

2020年７月27日 双日㈱
大阪取引所の商品先物等取引資格取得

（市場取引参加者）

　また、取引参加者による一定規模以上の合併等の組織再編行為の承認に関する審査を行っています。

合併等期日 社　　名 承認事項

2020年７月20日
（事業譲受日）

日産証券㈱ 他法人の事業の一部の譲受け

2020年12月21日
（承継日）

岡藤商事㈱
分割による事業の

一部の他法人への承継

　当法人では、ホームページに「情報受付窓口」を設け、一般の皆様より、証券会社（取引参加者）の法令

遵守に関し、私共の活動の参考となるような情報提供を受け付けています。
（件）

区　　分 件　　数 前年度比

取引参加者に係る情報提供 ４� ＋１

その他 0 ±０

合　　計 ４ ＋１

5 取引資格取得及び取引参加者の合併等に関する審査

6 情報受付件数
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　当法人では、より深度ある実効的な考査を実施する観点から、考査員の考査スキルの向上のための取組み

を実施しています。各考査員の考査項目ごとのスキルを一覧化し、考査チーム編成に当たってこれを活用す

ることにより、参加者の業態に合わせた実効的な考査体制を実現するとともに、考査員の考査スキル育成を

推進する体制を構築したほか、考査員の公認内部監査人（CIA）及び公認情報システム監査人（CISA）等

の資格取得を積極的に推進しています。

7 考査員の考査スキル向上に向けた取組み
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　当法人では、現物市場・デリバティブ市場において公正性・信頼性確保のため、不公正取引（相場操縦、

インサイダー取引等）が行われていないか日々チェックしており、これらの活動を「売買審査」と呼んでい

ます。

　当法人は以下の流れで売買審査を実施しています。

ａ　《ステップ１》調査銘柄の抽出
　株価や売買高等の動向に対して不自然と思われる取引をシステムにより抽出するほか、取引所マーケット

部門や外部からの情報提供をもとに、調査する銘柄を抽出します。

　また、法令上の重要事実が公表された銘柄で、開示前後の株価の動向が不自然な銘柄を調査銘柄に抽出し

ます。

ｂ　《ステップ２》調査・審査
　取引参加者に対しては委託者の売買データ、上場会社に対しては重要事実の公表経緯の報告書等の提出を

依頼します。これらの情報をもとに、相場操縦審査の場合には発注・約定形態の分析を行い、インサイダー

取引審査の場合は会社関係者等の取引の有無や重要事実の公表から見て、タイミングの良い売買がされてい

ないかどうかの調査を行います。

　こうした調査の結果、より詳細な分析が必要な事案については審査銘柄として抽出します。その後、取引

参加者に対してさらに照会を行うなどした上で、これらの情報を総合的に分析し、不公正取引又はそのおそ

れのある取引がないか判断を行っています。

ｃ　《ステップ３》処理
　審査を実施した場合、すべての事案について、その結果を証券取引等監視委員会に報告しています。こう

した連携により、当法人は証券取引等監視委員会における市場監視活動をサポートしています。

　また、審査の結果、取引参加者に法令諸規則に対する違反行為又はそのおそれのある行為が認められた場

合、あるいは上場会社に法令に対する違反行為又はそのおそれがある行為やインサイダー取引未然防止のた

めの社内管理体制が不十分であると認められた場合には、注意の喚起などを行い、改善を促します。

4 売買審査

1 売買審査業務の概要
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■売買審査のフロー

相場操縦審査 インサイダー取引審査

②調査

①調査銘柄の抽出

③審査銘柄の抽出

④審査

⑤処理

・売買審査システムによる抽出
・取引所マーケット部門や外部か
らの情報提供

・株価、売買高の推移状況の分析
・取引参加者ごとの売買シェアの偏向性の有無の調査
・取引参加者等へのヒアリングで売買を行った顧客情報等を照会

・取引参加者に売買委託者データの提出を依頼し、内容を分析

・法令上の重要事実が公表された
上場銘柄

・取引参加者からの売買審査結果
報告の受領

・上場会社に重要事実の公表に至
る経緯等を照会

・会社関係者等の取引の有無を調
査

・重要事実の公表から見て、タイ
ミングの良い取引の有無を調査

・証券取引等監視委員会へ報告
・（必要に応じ）取引参加者又は上場会社への注意の喚起を実施

・取引参加者に注文の受託・執行の経緯や顧客売買等の詳細な内容につ
いて照会・分析
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　売買審査は、問題のありそうな事案をふるいにかける「調査」のレベルと、「調査」の結果、問題があり

そうだと判断された事案について、詳細な分析を行う「審査」のレベルの２つに分かれています。

　調査の対象銘柄は、増資、合併、解散等、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要な会社情報が公表

された銘柄や、価格又は売買高の変動に不自然な状況が認められる銘柄等であり、これらについて、価格・

売買高の動向及び取引参加者の売買状況等を分析し、必要に応じて取引参加者等に対して事情聴取を行うな

どの調査を行っています。2020年度においては、このような調査の件数は、2,856件となっています。

　また、更に詳細な分析が必要と認められる銘柄については、必要に応じて取引参加者に対して注文の受託・

執行の経緯や委託者の詳細な情報等について事情聴取を行うなどの審査を行っています。2020年度におい

ては、このような審査の件数は、140件となっています。

　なお、2020年度における調査・審査件数の内訳は以下のとおりです。

2 売買審査の実施状況

（件）

区　　　分
調査件数 審査件数

2020年度 前年度比 2020年度 前年度比

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

増　　資 99 ＋40 5 ▲18

減　　資 14 ＋6 3 ＋2

自己株式取得 163 ▲24 6 ▲2

株式分割 63 ±0 4 ±0

配当異動 332 ＋20 9 ＋1

合　　併 2 ＋1 5 ＋3

業務提携 73 ＋7 10 ▲5

業務遂行の過程で生じた損害 94 ＋10 4 ＋2

主要株主の異動 4 ±0 0 ±0

決算に関する情報 657 ＋147 10 ▲13

その他重要事実 246 ＋43 55 ＋11

小　　計 1,747 ＋250 111 ▲19

相場操縦（株価変動等） 955 ＋7 28 ▲8

デリバティブ関係 154 ▲130 1 ±0

そ　　の　　他 0 ±0 0 ±0

合　　　　　計 2,856 ＋127 140 ▲27

（注）�調査・審査の件数は、調査・審査が終了した時点でカウントしたものの件数。審査した案件については、審査件数とし
てカウントし、調査件数としてはカウントしていない。
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ａ　取引参加者に対する注意の喚起
　売買審査の結果、取引参加者の行為が法令諸規則に違反している又は違反のおそれがあると認められる場

合には、不公正取引の再発防止又は未然防止の観点から、必要に応じ、取引所規則等に基づき、取引参加者

に対して処分の内容の決定や注意喚起等の措置を行っています。更に、事案の内容から必要と判断される場

合には、併せて改善措置等についての文書による報告を求めています。2020年度においては、取引参加者

に対する注意喚起は認められませんでした。

　この他、取引参加者の注文受託行為について直ちに問題がある、あるいは不公正取引の疑いがあるわけで

はないものの、特定の委託者等の発注・約定形態から、それを放置しておくと将来的に違反行為につながる

おそれがあると認められる場合など不公正取引の未然防止の観点から必要と認める場合には、取引参加者に

対して売買実態の説明（実態説明）を行っています。2020年度においては389件の取引に関して実態説明

を行いました。

ｂ　上場会社に対する注意の喚起及び社内体制に係る再点検要請
　上場会社の行為が法令諸規則に違反している又は違反のおそれがあると認められる場合や、インサイダー

取引の未然防止のための社内管理体制が十分でないと認められる場合などには、社内管理体制の整備・改善

を促す観点から、上場会社に対して注意喚起を行っています。更に、事案の内容から必要と判断される場合

には、併せて改善措置等についての文書による報告を求めています。2020年度においては、下表のとおり

上場会社に対して４件の注意喚起を行いました。

　また、当法人は、上場会社等の役職員がインサイダー取引規制に違反したとして行政庁から課徴金勧告等

がなされた場合に、当該上場会社に対して社内体制に係る再点検の実施等を求めることとしております。

2020年度においては、下表のとおり３件の再点検の実施等を求めました。

　この他、インサイダー取引の未然防止体制の充実を促す目的で、上場会社に対して９件の売買実態の説明

を行いました。

■　上場会社に対する注意喚起及び再点検要請の件数

3 売買審査結果の状況

（件）

上場会社に対する注意喚起 4（4）
担当理事による注意喚起 0（0）

売買審査部長による注意喚起 0（0）

統括課長による注意喚起 4（4）

担当者による注意喚起 0（0）

上場会社に対する再点検要請 3（3）

（注）�（　）内の数字は、改善措置等について文書による報告
を求めた件数。
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　当法人では、ホームページに「情報受付窓口」を設け、一般の皆様より、インサイダー取引や相場操縦な

どの不公正取引に関し、私共の活動の参考となるような情報提供を受け付けています。

■　情報受付件数
（件）

区　　　分 件　　数 前年度比

相場操縦 740 ＋111

インサイダー取引   19     ＋5

銘柄一般情報     0     ±0

その他     0     ±0

合　計 759 ＋116

  情報処理・情報通信技術の飛躍的な発展を背景として、機関投資家を中心に投資・運用に係る技術革新が

進み、金融商品市場の市場構造にも大きな変化が見られます。その最も特徴的なものがアルゴリズム取引や

HFTと呼ばれる取引の出現・拡大です。

  当法人では、一般の投資者を含む幅広い投資者がJPXグループの開設する市場において安心して取引して

いただけるよう、アルゴリズム取引やHFTの拡大への対応を進めています。具体的には、2018年４月から

高速取引を行う者に関する登録制が導入されたことにより、実際に注文を発注している投資主体の動向を把

握しやすくなったこと等を踏まえ、こうした情報を活かした新たな売買審査手法の開発・導入を進めていま

す。

　また、当法人では、売買審査に係る各種システムの機能拡充を進めており、2020年度においては、

2018年３月から売買審査の初期段階の調査への利用を開始している日本電気㈱製（RAPID機械学習）の人

工知能について、ブラックボックス型からホワイトボックス型（異種混合学習）の人工知能に更新し、

2020年12月から利用を開始しました。異種混合学習の人工知能は、高度な予測精度と予測に至る根拠を可

視化する解釈性を両立しているため、審査担当者の知見をより反映させやすいことに特長があります。引き

続き、㈱日立製作所製（Hitachi AI Technology/H）の人工知能と併行利用し、比較検証を行うなど精度向

上を図りながら、更に深度のある売買審査業務の実現に取り組んでいきます。

4 情報受付件数

5 マーケットの変化に即した売買審査体制の強化
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　2018年度に実施した取引参加者との意見交換により明らかとなった取引参加者の課題である売買管理部

門の人材育成をサポートする目的で、2019年度には取引参加者の売買管理実務担当者を対象とした「COM-

LEC売買審査カレッジ」を開講しました。2020年度においても開講予定でしたが、新型コロナウイルス感

染防止の観点から開講を中止しています。今後は、新型コロナウイルス感染防止に配慮した開講方法を検討

し、当カレッジを通じて、売買管理業務担当者のスキルの向上ひいては証券業界全体の不公正取引の未然防

止能力の向上に貢献していく予定です。

　なお、2021年１月には、取引参加者の売買管理部門の人材育成をサポートする目的で、売買管理業務に

関する基本的な知識をまとめた「初学者のための売買審査読本」をとりまとめ、配布しています。

　2019年10月の日本取引所グループとTOCOMの経営統合に伴い、TOCOMに上場する一部商品が大阪取

引所に移管され、2020年７月に大阪取引所における商品デリバティブの取引が開始されました。当法人で

は、これに先立ち、TOCOM市場の不公正取引に関する過去事例含め監視・審査実務に係る調査や、商品デ

リバティブの売買審査に必要な売買審査システムの改修など、商品デリバティブに関する適切な売買審査態

勢の構築に向けた取組みを実施しました。

　当法人では、海外の自主規制機関が多数加盟する市場間監視グループ（ISG）の総会へ参加し、市場監視

分野に係る最新の動向について積極的に情報交換を行っております。2020年度においては、11月にNAS-

DAQの主催によってオンラインで開催された総会へ出席し、売買審査・考査に係る情報交換及び国際的な

連携強化に努めました。

　また、10月には米国CFTCの主催した規制当局向けのオンラインシンポジウムに参加しています。

　当法人では、JPXグループにて開設する市場の信頼性向上につなげることを目的として、マーケットの公

正性確保に関する取組みを紹介するための広報活動を推進しています。

　2020年度においては、各種メディア取材対応を実施しました。

6 証券業界全体としての不公正取引未然防止能力の向上

7 大阪取引所における商品デリバティブ市場開設に対応した売買審査態勢の構築

8 海外規制当局等との連携強化等の取組み

9 マーケットの公正性確保に関する取組みに係る広報活動の推進
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　当法人は、不公正取引の未然防止や取引参加者の健全性の維持・向上に向けて、コンプライアンス研修セ

ンター「COMLEC」を設置するなど、上場会社及び取引参加者等に対して積極的にコンプライアンス支援

活動を行っています。

　当法人は、上場会社及び取引参加者のコンプライアンス支援を推進することを目的とした「COMLEC」（コ

ムレック：Compliance Learning Center）を設立しています。COMLECでは、コンプライアンス支援活

動として、各種コンプライアンスセミナーの開催、各社への研修講師派遣及びｅラーニング等研修ツールの

提供等を行っています。また、COMLEC以外にも、主に上場会社の代表者、コンプライアンス担当役員さ

らに監査役の方を対象に毎年その折々に証券市場を取り巻く環境を踏まえ、上場会社の関心の高いテーマを

定め、当該分野の専門家を講師としたセミナーを開催しています。

　今後も活動の幅を拡充させるとともに、より質の高いサービスを提供していきます。

■「COMLEC」ロゴマーク

ａ　コンプライアンス関連セミナーの開催
　COMLECでは、主に上場会社や取引参加者の役職員を対象として、金融商品取引に関係するコンプライ

アンスセミナーを開催しています。

　これらセミナーにおいては、当法人が日頃の自主規制業務を通じて得た生の事例・経験を基に、上場会社

や取引参加者の実務に直結した最新のコンプライアンス関連トピックを分かりやすく解説しています。

5 上場会社・取引参加者等へのコンプライアンス支援活動等

1 コンプライアンス研修センター「COMLEC」等について

2 COMLEC等の活動状況

各種セミナーの模様は、ホームページをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/regulation/seminar/index.html

https://www.jpx.co.jp/regulation/seminar/index.html
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ｂ　コンプライアンスセミナーの開催・研修講師派遣
　COMLECは、法令諸規則遵守の徹底を図る観点から、上場会社や取引参加者等からの要請に応じて、コ

ンプライアンスに関する社内研修等の講師として当法人の社員を派遣しています。

　売買審査関連の研修では、上場会社や取引参加者等のニーズに合わせてインサイダー取引や相場操縦に関

する規制のほか、判例や当法人で実際に認められた売買審査事例等も交えて解説しています。

　一方、考査関連の研修においては、取引参加者からの個別の御要望を踏まえ、各社の役職員に対し、実際

に認められた違反事例を紹介しながら、その解決策や、未然に防止するための適切な社内管理体制の構築方

法について解説しています。

　2020年度においては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、密な状況とならないオンラインの形式

等で、上場会社等に対して延べ89回の研修を実施しました。上場会社等の管理担当者を対象としたインサ

イダー取引規制セミナーについては開催を中止し、代替として当該セミナーの内容を網羅した動画配信を始

めました。取引参加者等に対しては、インサイダー取引規制や考査で認められた不備事例の解説等をテーマ

に延べ12回の講師派遣を実施しました。
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■　講師派遣実績
取　引　参　加　者　等

三菱商事 三晃証券
楽天証券 豊証券
丸紅テクノラバー 北辰物産
岡安商事 三田証券
サンワード貿易 コムテックス
フジトミ 日本キャピタル証券

上　場　会　社　等

M＆Ａキャピタルパートナーズ 三菱ケミカルHDS
日本郵船 中小企業基盤整備機構
ジェイック 東陽監査法人
ジーネクスト サンクゼール
共同印刷 フロンティアマネジメント
国立印刷局 慶応義塾大学商学部
西松屋チェーン インテグラル
令和会計社 日産化学
ラキール オリンパス
リボミック 豊トラスティ証券
イーグランド 荏原製作所
アールプランナー ベルーナ
I‐ne T&Dアセットマネジメント

シナネンホールディングス ファブリカコミュニケーションズ
ヤマトホールディングス ビジョナル
三菱UFJキャピタル ヒューマンクリエイションHDS
サインド グッピーズ
キャス・キャピタル PALTAC
三菱商事 イシイ
明治安田生命 ジオコード
東京共同会計 カオナビ
CINC スパイダープラス
山崎製パン オムロン
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 大樹生命
ヨータイ アダストリア
アズ企画設計 双研日栄監査法人
加賀電子 ディジタルメディアプロフェッショナル
シンシア監査法人 東京電力
電算システム 東都水産
QUICK グローバル・ブレイン
キリンホールディングス 共同印刷
ADEKA ワンキャリア
アイビーシー 海外通信・放送・郵便事業支援機構
兼松 安藤ハザマ
日本ビルファンドマネジメント ウイングアーク1st
セーフィー GCA
スマレジ オーウイル
トランザクション・メディア・ネットワークス 日本精工
ウエルシア 宝印刷
三井物産 
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ｃ　刊行物の発刊、ｅラーニング研修サービス
　COMLECでは、金融商品取引に係る法規制の解説や事例紹介などを通じて、上場会社・証券会社等の役

職員や広く一般投資者の皆様に対して、金融商品取引に関するコンプライアンス関連の知識を習得していた

だくために、刊行物の発刊やコンプライアンス研修サービスの提供を行っています。

　また、COMLECは、上場会社や取引参加者の役職員、その他投資者等の市場利用者を対象とした証券教

育活動の一環として、インターネットを利用した「ｅラーニング研修サービス」を提供しています。本サー

ビスは、スマートフォン及びタブレット等のモバイル機器での受講が可能で、遠隔地や多忙な役職員などを

含め役職員全員への研修として最適で利便性の高いコンプライアンス研修ツールであるとともに、各企業の

研修の担当者が受講者ごとの学習状況を確認することが可能なことから、実効性のある高い学習効果が期待

できるとして、これまでに多くの方にご利用いただいています。

サービスの詳細や申込方法等については、ホームページをご覧ください。
　①インサイダー取引規制ｅラーニング
　https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/seminar/e-insider/index.html
　②取引参加者向けｅラーニング
　https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/activity/index.html

講座タイトル 対象 学習時間 内容

こんぷらくんの
インサイダー取引規制入門①
～インサイダー取引の基礎知識～

新入社員を含
む社会人全般 20分

「インサイダー取引とは何か」を学ぶためのコー
スです。インサイダー取引について、漠然とし
たイメージしかお持ちでない方にも理解いただ
けるよう、何が規制されるのか、なぜ規制され
るのかといったところから解説しています。
【2019年度版】

こんぷらくんの
インサイダー取引規制入門②
～インサイダー取引規制の内容～

主に上場会社、
証券会社等の
役職員

20分

インサイダー取引規制の内容について、上場会
社の役職員が持っておきたい知識をまとめた
コースです。４つのキーワードを中心に、イン
サイダー取引規制が及ぶ範囲を説明していま
す。【2019年度版】【英語版】

こんぷらくんの
インサイダー取引規制入門③
～間違いやすいポイントとケースス
タディ～

主に上場会社、
証券会社等の
役職員

20分

インサイダー取引規制について一定の知識があ
ることを前提に、会社関係者に該当する方が注
意すべきポイントをまとめたコースです。具体
的な事例を交えて、より実務的なポイントを解
説しています。【2019年度版】

実務担当者のための
インサイダー取引
未然防止のポイント

主に上場会社
の役員や管理
部門担当者

15分

インサイダー取引未然防止のため、個人として
ではなく上場会社として注意すべきポイントを
まとめたコースです。ケーススタディを交えて
上場会社のあるべき管理体制についての考え方
を解説しています。

こんぷらくんの
インサイダー取引規制
～REITに関する規制の留意点～

主に上場投資
法人、証券会
社等の役職員

15分

REITに関するインサイダー取引規制の内容を
学習するためのコースです。REITに関する規
制の内容を、株式会社と比較したときの投資法
人の特殊性からくるポイントとあわせて解説し
ています。

こんぷらくんの
株価操作規制入門①

主に証券会社
の営業担当者・
新入社員等

25分
金融商品取引法による株価操作（相場操縦）規
制の内容を基礎から学習するコースです。どの
ような行為が株価操作規制により禁止されてい
るのかを具体的な事例を挙げて解説しています。

こんぷらくんの
株価操作規制入門②

主に証券会社
の営業担当者・
新入社員等

20分

金融商品取引法による株価操作（相場操縦）規
制の内容を基礎から学習するコースです。入門
①から引き続き、違法な株価操作に対する罰則
等の解説のほか、理解を深めるためのケースス
タディを多く盛り込んでいます。

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/seminar/e-insider/index.html
https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/activity/index.html
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ｄ　刊行物の発刊
　COMLECが発刊する主なコンプライアンス関連刊行物は以下のとおりです。ⅰ）～ⅱ）については、ホー

ムページ（https://www.jpx.co.jp/learning/tour/books-brochures/index.html）等を通じて販売してい

ます。また、ⅲ）～ⅳ）については、ホームページ（https://www.jpx.co.jp/regulation/public/index.

html）に掲載しています。

刊行物名 概　　要

ⅰ）内部管理用ケーススタディハンドブック 取引参加者から寄せられた問合せ事項等の中から、関心の高い
事例等をQ&A形式で取りまとめた冊子です（2014年４月改訂）。

ⅱ） こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A
（金融商品取引法2013年改正対応版）

インサイダー取引規制の基本的内容をQ&A方式で取りまとめた
インサイダー取引規制のバイブルです。

ⅲ）内部者取引防止規程事例集 第２回全国上場会社インサイダー取引管理アンケートの際に東
証上場会社348社の皆様から任意で提供いただいた内部者取引
防止規程を分析した事例集です。

ⅳ） 第４回全国上場会社インサイダー取引管理
アンケート調査報告書

全国の上場会社を対象に、インサイダー取引管理に関するアン
ケート調査を実施し、御協力いただいた1,990社の上場会社の
回答を分析して調査報告書を取りまとめ、2016年10月各取引
所のウェブサイトに公表いたしました（全国取引所共同実施）。

https://www.jpx.co.jp/learning/tour/books-brochures/index.html
https://www.jpx.co.jp/regulation/public/index.html
https://www.jpx.co.jp/regulation/public/index.html
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　考査部では、取引参加者等から証券取引に係る法令諸規則について、売買審査部では、上場会社や取引参

加者等からインサイダー取引や相場操縦取引に関する規制について、それぞれご相談を受け付け、質問に回

答しています。

　2020年度においては、考査関連で83件、売買審査関連で478件の問合せがありました。相談受付の状況

は下表のとおりです。

3 上場会社・取引参加者等からの相談受付

■売買審査関係

・問合せ内容内訳

証券会社
20.0%

上場会社
69.0%

・問合せ主体内訳

内部者取引
90.2％

自己株式取得
1.3％

売買状況 2.5%

立会外・市場外 0.4%
信用取引・発行日取引

0.2%

クロス 1.9% 執行 2.3%公開買付け 1.3%

その他
11.0％

■考査関係

空売り
17.0％

法人関係情報 1.2％
フロントランニング 1.2％

信用取引
17.0％

差金決済
取引

12.0％
先物・

オプション
取引

10.8％

法定帳簿 2.4％
約定訂正 2.4％

その他
4.8％

・問合せ内容内訳

証券会社
85.5%

その他
14.5%

・問合せ主体内訳

売買管理
9.6％

報告書提出
9.6％

注文管理
7.2％

現金即日
徴収規制 3.6％

最良執行業務 1.2％
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　上場会社等の役員等の情報を登録し証券会社における内部者登録等の実効性をより確実なものとし、内部

者取引を未然防止するシステムである「J-IRISS」（ジェイ・アイリス：Japan-Insider Registration & 

Identification Support System）について、上場会社の登録促進を図るため、新規上場会社及び上場市場

変更会社等への働き掛けや上場会社向けセミナー等での広報活動等を引き続き実施しており、東京証券取引

所上場会社の登録率は2020年度末に89.0％に達しています。

4 J-IRISSの登録推進活動
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新規上場
〈株券〉　106銘柄
（市場第一部）　７銘柄
2020.  4.  1　㈱ADワークスグループ※
           9.17　㈱雪国まいたけ
         10.  1　㈱ひろぎんホールディングス※
         10.  5　㈱ダイレクトマーケティングミックス
         12.16　ローランド㈱
         12.21　㈱ポピンズホールディングス
2021.  3.16　ウィングアーク１st㈱

（市場第二部）　６銘柄
2020.  9.25　㈱STIフードホールディングス
         11.30　バリオセキュア㈱
         12.15　㈱ビーイングホールディングス
         12.17　㈱オーケーエム
         12.25　SANEI㈱
2021.  3.12　㈱丸順

（マザーズ）　63銘柄
2020.  4.  6　㈱松屋アールアンドディ
           6.24　フィーチャ㈱
           6.24　㈱ロコガイド
           6.24　㈱コパ・コーポレーション
           6.26　㈱コマースOneホールディングス
           6.30　㈱グッドパッチ
           7.  7　㈱Branding Engineer
           7.15　㈱アイキューブドシステムズ
           7.15　GMOフィナンシャルゲート㈱
           7.15　KIYOラーニング㈱
           7.31　㈱Sun Asterisk
           7.31　日本情報クリエイト㈱
           8.  3　㈱モダリス
           8.  7　ティアンドエス㈱
           8.20　ニューラルポケット㈱
           8.25　㈱インターファクトリー
           9.24　トヨクモ㈱
           9.25　㈱I-ne
           9.28　rakumo㈱
           9.29　㈱ヘッドウォータース
           9.30　㈱アクシス
         10.  1　アイペットホールディングス㈱※

2020.10.  2　㈱タスキ
         10.13　日通システム㈱
         10.27　㈱カラダノート
         10.28　㈱さくらさくプラス
         10.28　プレミアアンチエイジング㈱
         10.30　Retty㈱
         11.19　アララ㈱
         11.27　㈱クリーマ
         12.15　㈱スタメン
         12.16　バルミューダ㈱
         12.16　㈱Fast Fitness Japan
         12.17　㈱プレイド
         12.17　ビートレンド㈱
         12.17　㈱かっこ
         12.18　㈱ココペリ
         12.18　㈱インバウンドテック
         12.21　㈱いつも
         12.22　㈱ヤプリ
         12.22　㈱Kaizen Platform
         12.22　ウェルスナビ㈱
         12.23　ENECHANGE㈱
         12.23　㈱交換できるくん
         12.24　㈱東京通信
         12.25　㈱ファンペップ
         12.28　クリングルファーマ㈱
         12.29　㈱オンデック
2021.  2.  5　㈱QDレーザ
           2.10　㈱アールプランナー
           2.18　㈱アクシージア
           2.19　㈱WACUL
           2.26　㈱coly
           3.16　 ㈱ヒューマンクリエイションホールディン

グス
           3.18　㈱i-plug
           3.19　㈱ココナラ
           3.19　㈱T.S.I
           3.24　㈱Sharing Innovations
           3.25　㈱ベビーカレンダー
           3.25　㈱ジーネクスト
           3.26　ブロードマインド㈱
           3.30　Appier Group㈱
           3.30　スパイダープラス㈱

1 新規上場等銘柄

6 銘柄一覧
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（JASDAQスタンダード）　16銘柄
2020.  4.28　㈱エコミック
           6.29　エブレン㈱
           7.10　㈱Speee
           9.24　㈱グラフィコ
           9.24　㈱まぐまぐ
         10.  1　インヴァスト㈱※
         10.16　㈱アースインフィニティ
         11.25　MITホールディングス㈱
         11.26　㈱ジオコード
         12.17　㈱リベルタ
         12.24　㈱グローバルインフォメーション
         12.25　東和ハイシステム㈱
2021.  2.25　㈱アピリッツ
           2.26　室町ケミカル㈱
           3.24　㈱シキノハイテック
           3.26　㈱イー・ロジット

（JASDAQグロース）　１銘柄
2020.  7.  1　㈱LAホールディングス※

（TOKYO PRO Market）　13銘柄
2020.  4.28　㈱エージェント
           5.20　カレント自動車㈱
           5.25　C Channel㈱
           5.27　㈱ファーストステージ
         10.  2　㈱バルコス
         10.21　㈱アートフォースジャパン
         10.28　㈱一寸房
         11.16　北海道歯科産業㈱
         12.11　㈱Geolocation Technology
2021.  2.16　シーズクリエイト㈱
           2.25　㈱ジェイベース
           3.29　㈱ジェイ・イー・ティ
           3.30　琉球アスティーダスポーツクラブ㈱
（注）銘柄名に※を付している銘柄は、テクニカル上場銘柄。

〈債券等〉１銘柄
2020.  8.27　 大豊建設株式会社第３回無担保転換社債型

新株予約権付社債（転換価額下方修正条項
及び期中償環請求権並びに転換社債型新株
予約権付社債間限定同順位特約付）

〈ETF・ETN〉　26銘柄
2020.  6.19　 ｉシェアーズ　S&P  500米国株ETF（為

替ヘッジあり）

2020.  8.26　 グローバルＸ　MSCIスーパーディビィデ
ンド-日本株式ETF

           8.26　グローバルＸ　ロジスティクス・J-REIT ETF
           9.  7　上場インデックスファンド日経ESGリート
           9.11　 NZAM上場投信S＆P／JPXカーボン・エ

フィシェント指数
           9.24　 上場インデックスファンド米国株式（NAS-

DAQ100）為替ヘッジなし
           9.24　 上場インデックスファンド米国株式（NAS-

DAQ100）為替ヘッジあり
         10.15　ｉシェアーズ　米国債１-３年ETF
         10.15　 ｉシェアーズ　米国債20年超ETF（為替

ヘッジあり）
         10.15　 ｉシェアーズ　米ドル建て新興国債券ETF

（為替ヘッジあり）
         10.15　 ｉシェアーズ　ユーロ建て投資適格社債

ETF（為替ヘッジあり）
         11.10　iFreeETF日経225（年４回決算型）
         11.10　iFreeETF TOPIX（年４回決算型）
         11.26　 スマートESG30女性活躍（ネットリター

ン）ETN
         11.26　スマートESG30総合（ネットリターン）ETN
         11.26　 トップシェアインデックス（ネットリター

ン）ETN
2021.  1.27　 グローバルＸ　デジタル・イノベーション-

日本株式ETF
           1.27　グローバルＸ　eコマース-日本株式ETF
           2.25　 MAXIS米国株式（S&P500）上場投信（為

替ヘッジあり）
           2.25　MAXISナスダック100上場投信
           2.25　 MAXISナスダック100上場投信（為替ヘッ

ジあり）
           3.31　 NEXT  FUNDS  S&P  500指数（為替ヘッ

ジなし）連動型上場投信
           3.31　 NEXT  FUNDS  S&P  500指数（為替ヘッ

ジあり）連動型上場投信
           3.31　 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型

上場投信
           3.31　 グローバルＸ　MSCIガバナンス・クオリ

ティ-日本株式ETF
           3.31　 グローバルＸ　クリーンテックESG-日本

株式ETF

〈TOKYO PRO-BOND Market〉　15銘柄
（プログラム上場）　２銘柄
2020.11.24　GLP Pte. Ltd.債券
2021.  1.22　ヤンマーホールディングス㈱債券
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（プログラム情報に基づく個別債券）　13銘柄
2020.  5.22　 Japan Finance Organization for Munic-

ipalities Series 73 U.S.$1,500,000,000 
1.000 per cent. Notes due 2025

           6.29　第53回国際協力機構債券
           6.29　第54回国際協力機構債券
           7.17　 The Metropolis of Tokyo U.S.$1,500,000,000 

0.750 per cent. Bonds due 2025
           9.  3　 Japan Finance Organization for Munic-

ipalities Series 77 U.S.$1,500,000,000 
0.625 per cent. Notes due 2025

           9.29　第55回国際協力機構債券
           9.29　第56回国際協力機構債券
         12.25　 GLP PTE. LTD. JAPANESE YEN TOKYO 

PRO-BOND MARKET LISTED BONDS - 
FIRST  SERIES （2020）  GUARANTEED 
BY CREDIT GUARANTEE AND INVEST-
MENT  FACILITY,  A  TRUST  FUND  OF 
THE ASIAN DEVELOPMENT BANK

         12.28　第57回国際協力機構債券
         12.28　第58回国際協力機構債券
2021.  2.  3　 Japan Finance Organization for Munic-

ipalities  Series  86  EUR500,000,000 
0.010 per cent. Notes due 2028

           2.12　 Japan Finance Organization for Munic-
ipalities Series 87 U.S.$1,250,000,000 
1.375 per cent. Notes due 2031

           3.  1　 ヤンマーホールディングス株式会社第１回
無担保社債（社債間限定同順位特約付・特
定投資家限定）

市場第二部銘柄から市場第一部銘柄への指定　15銘柄
2020.  4.24　㈱リテールパートナーズ
           5.18　ダイコー通産㈱
           6.24　都築電気㈱
           6.30　コーア商事ホールディングス㈱
         11.24　㈱グリムス
         12.  4　㈱アイケイ
         12.11　GMOペパボ㈱
         12.16　ベース㈱
         12.17　恵和㈱
         12.23　㈱キャピタル・アセット・プランニング
         12.29　㈱ODKソリューションズ
2021.  1.14　ブルドックソース㈱
           1.21　㈱アルプス物流
           1.29　㈱東芝
           2.12　㈱ファーマフーズ

上場市場の変更　36銘柄
〈マザーズから市場第一部〉　31銘柄
2020.  4.  3　ギークス㈱
           4.  9　オイシックス・ラ・大地㈱
           4.27　トビラシステムズ㈱
           4.28　㈱プロレド・パートナーズ
           6.23　㈱ミクシィ
           7.  3　㈱東名
           7.  8　㈱エル・ティー・エス
           7.21　ハイアス・アンド・カンパニー㈱
           7.29　㈱Link-U
           7.30　㈱ピアラ
           7.31　㈱ヴィッツ
           9.  7　フロンティア・マネジメント㈱
           9.11　㈱コプロ・ホールディングス
           9.15　メドピア㈱
           9.18　㈱ギフト
           9.28　㈱ジェイテックコーポレーション
         10.  8　㈱ジャパンインベストメントアドバイザー
         10.19　㈱EduLab
         11.12　㈱テノ．ホールディングス
         11.20　㈱レアジョブ
         12.  7　㈱アドウェイズ
         12.15　新日本製薬㈱
         12.23　SREホールディングス㈱
         12.25　㈱アイ・ピー・エス
         12.25　㈱ギフティ
2021.  1.14　ウェルビー㈱
           1.15　㈱サーバーワークス
           1.21　Sansan㈱
           2.12　㈱フェイスネットワーク
           2.16　㈱マーケットエンタープライズ
           3.11　㈱ラクス

〈マザーズから市場第二部〉　１銘柄
2021.  3.25　㈱ヴィス

〈JASDAQから市場第一部〉　１銘柄
2020.10.19　モーニングスター㈱

〈JASDAQから市場第二部〉　３銘柄
2020.  4.22　和田興産㈱
           5.25　野村マイクロ・サイエンス㈱
           6.24　㈱グリムス
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上場廃止
〈株券〉　61銘柄
（市場第一部）　33銘柄
2020.  4.17　総合メディカルホールディングス㈱
           5.18　㈱日立ハイテク
           5.25　 ヤマハモーターロボティクスホールディン

グス㈱
           6.  2　㈱豆蔵ホールディングス
           6.16　㈱レナウン
           6.18　ユニゾホールディングス㈱
           6.19　日立化成㈱
           7.29　㈱だいこう証券ビジネス
           7.30　㈱アーク
           8.26　ライクキッズ㈱
           8.31　ソニーフィナンシャルホールディングス㈱
           9.29　㈱広島銀行
         10.20　㈱LIXILビバ
         11.  5　㈱ニチイ学館
         11.11　日信工業㈱
         11.11　㈱ケーヒン
         11.11　㈱ショーワ
         11.12　㈱ファミリーマート
         11.27　㈱アプラスフィナンシャル
         12.25　㈱NTTドコモ
         12.29　LINE㈱
2021.  1.  6　㈱キリン堂ホールディングス
           1.19　ソフトブレーン㈱
           3.17　ケネディクス㈱
           3.23　㈱よみうりランド
           3.24　㈱島忠
           3.30　あすか製薬㈱
           3.30　沢井製薬㈱
           3.30　OSJBホールディングス㈱
           3.30　㈱LITALICO
           3.30　㈱ジーンズメイト
           3.30　㈱関西みらいフィナンシャルグループ
           3.30　日立キャピタル㈱

（市場第二部）　９銘柄
2020.  4.15　㈱JEUGIA
           4.20　昭和飛行機工業㈱
           6.  1　㈱ツヴァイ
           6.18　大都魚類㈱
           9.25　ボーソー油脂㈱
         10.28　川澄化学工業㈱

2020.12.24　富士通フロンテック㈱
2021.  2.17　㈱川金ホールディングス
           3.30　ジェコー㈱

（マザーズ）　２銘柄
2020.  9.29　アイペット損害保険㈱
2021.  3.30　㈱アクトコール

（JASDAQ）　17銘柄
2020.  6.  5　オーデリック㈱
           6.29　㈱ラ・アトレ
           7.10　日本ユピカ㈱
           7.28　ミヤコ㈱
           8.28　マックスバリュ九州㈱
           9.29　インヴァスト証券㈱
         10.  3　㈱Nuts
2021.  1.13　㈱医学生物学研究所
           1.28　㈱エイアンドティー
           2.12　プラマテルズ㈱
           3.22　アンドール㈱
           3.22　㈱アイレックス
           3.22　㈱テクノ・セブン
           3.25　㈱山陽百貨店
           3.30　㈱ワンダーコーポレーション
           3.30　㈱HAPiNS
           3.30　㈱夢真ホールディングス

（TOKYO PRO Market）
　該当なし

〈有価証券オプション〉　２銘柄
2020.11.12　㈱ファミリーマート
         12.25　㈱NTTドコモ

〈債券等〉　４銘柄
2020.  6.24　 シークス株式会社130％コールオプション

条項付第１回無担保転換社債型新株予約権
付社債（転換社債型新株予約権付社債間限
定同順位特約付）

         12.15　 DCMホールディングス株式会社120％
コールオプション条項付第１回無担保転換
社債型新株予約権付社債（転換社債型新株
予約権付社債間限定同順位特約付）

2 上場廃止等銘柄及び措置を行った銘柄
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2021.  3.25　 株式会社共立メンテナンス第４回無担保転
換社債型新株予約権付社債（転換社債型新
株予約権付社債間限定同順位特約付）

           3.25　 株式会社愛媛銀行120％コールオプション
条項付第１回無担保転換社債型新株予約権
付社債（劣後特約付）

〈ETF・ETN〉　２銘柄
2020.  6.13　東証電気機器株価指数上場投資信託
           8.  1　One ETF国内金先物

〈REIT〉　２銘柄
2020.  7.30　さくら総合リート投資法人
2021.  2.25　MCUBS MidCity投資法人

〈TOKYO PRO-BOND Market〉　14銘柄
2020.  5.14　 The Metropolis of Tokyo U.S.$1,000,000,000 

2.125 per cent. Bonds due 2020
           6.30　 ING  Bank  N.V.  Japanese  Yen  TOKYO 

PRO-BOND  Market  Listed  Bonds  - 
Fourth Series （2015）

           9.  3　 Japan Finance Organization for Munic-
ipalities Series 59 U.S.$1,000,000,000 
2.000 per cent. Notes due 2020

           9.18　 Santander Consumer Finance, S.A. JPY 
8,100,000,000  0.430  per  cent.  Notes 
due 25 September 2020

         10.15　 The  Bank  of  Nova  Scotia  JPY 
14,900,000,000 0.405 per cent. Notes 
due  20  October  2020 （under  the 
U.S.$20,000,000,000  Euro  Medium 
Term Note Programme）

         11.25　 Bank  of  China  Limited,  Tokyo  Branch 
CNY  800,000,000  4.35  per  cent.  Notes 
due 2020 under the U.S.$40,000,000,000 
Medium Term

         12.  4　 JPY  25,300,000,000  0.543  per  cent. 
Instruments  due  9  December  2020 
Guaranteed by Banco Santander, S.A.

         12.  7　 JPY  27,000,000,000  0.787  per  cent. 
Notes due December 2020

2021.  2.  8　 Japan Finance Organization for Munic-
ipalities  Series  52  U.S.$500,000,000 
2.125 per cent. Notes due 2021

           2.15　 Citigroup  Inc.  ¥81,500,000,000 
0.457% Notes Due 2021

2021.  2.24　 Intesa Sanpaolo S.p.A. 3-year JPY Fixed-
Rate Senior Unsecured Pro-bond

           3.11　 China Eastern Airlines Corporation Limit-
ed  Series  1  ¥10,000,000,000  0.33  per 
cent. Bonds due 2021

           3.11　 China Eastern Airlines Corporation Lim-
ited Series 2 ¥20,000,000,000 0.64 per 
cent. Bonds due 2021

           3.11　 China Eastern Airlines Corporation Lim-
ited Series 3 ¥20,000,000,000 0.64 per 
cent. Bonds due 2021

市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え
　該当なし

申請書類に重大な虚偽があった場合の市場第一部銘柄から
マザーズ銘柄への上場市場の変更　１銘柄
2020.12.27　ハイアス・アンド・カンパニー㈱

実質的存続性の喪失　４銘柄
2020.  5.  1　㈱サマンサタバサジャパンリミテッド
           5.15　 岡藤日産証券ホールディングス㈱ 

（旧商号：岡藤ホールディングス㈱）
           5.29　㈱ストリームメディアコーポレーション
           9.23　 Nexus Bank㈱ 

（旧商号：SAMURAI & J PARTNERS㈱）

《措置を行った銘柄》
特設注意市場銘柄の指定　２銘柄
2020.  7.10　第一商品㈱
         11.26　ハイアス・アンド・カンパニー㈱

改善報告書の徴求　11銘柄（12件）
2020.  5.  8　ネットワンシステムズ㈱
           5.29　㈱アルファクス・フード・システム
           6.24　㈱プレサンスコーポレーション
           6.29　石垣食品㈱
           7.10　㈱ジャパンディスプレイ
           7.31　㈱ジェイホールディングス
         11.19　サクサホールディングス㈱
         12.  1　テラ㈱
         12.15　テラ㈱
2021.  1.  8　理研ビタミン㈱
           2.  5　小倉クラッチ㈱
           3.31　㈱ひらまつ
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公表措置　10銘柄（11件）
2020.  5.  8　ネットワンシステムズ㈱
           5.29　㈱アルファクス・フード・システム
           6.24　㈱プレサンスコーポレーション
           6.29　石垣食品㈱
           7.31　㈱ジェイホールディングス
         11.19　サクサホールディングス㈱
         12.  1　テラ㈱
2021.  1.  8　理研ビタミン㈱
           2.  5　ネットワンシステムズ㈱
           2.  5　小倉クラッチ㈱
           3.31　㈱ひらまつ

上場契約違約金の徴求　３銘柄
2020.  7.10　第一商品㈱
           7.10　㈱ジャパンディスプレイ
         11.26　ハイアス・アンド・カンパニー㈱
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